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次期診療報酬改定の基本方針の検討について 

 
 
１．これまでの基本方針 

これまでの診療報酬改定の基本方針においては、「改定の視点」等を定めると

ともに、この「視点」を踏まえた改定の「方向」を定めている。 
 
（１）平成１８年度改定 
   改定の「視点」として以下の４点を定め、２４時間診療ができる在宅医療に

係る評価や、患者の状態像に応じた慢性期入院医療の評価等の「方向」を定め

た。 
  ① 患者から見て分かりやすく、患者の生活の質の向上（ＱＯＬ）を高める医

療を実現する視点 
  ② 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する

視点 
  ③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評

価の在り方について検討する視点 
  ④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方に

ついて検討する視点 
 
（２）平成２０年度改定 
   平成１８年度改定の「基本的な医療政策の方向性」や「視点」等を継承する

とともに、「産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減」を緊急課

題として位置づけ、ハイリスク妊産婦への対応に係る評価や、病院勤務医の事

務負担の軽減に係る評価等の「方向」を定めた。 
 
（３）平成２２年度改定 
   我が国の医療がおかれた危機的な状況を解消するため、重点課題として、 
  ① 救急、産科、小児、外科等の医療の再建 
  ② 病院勤務医の負担の軽減（医療従事者の増員に努める医療機関への支援） 

を定め、地域連携による救急患者の受入れの推進の評価や、医療クラークの配

置の促進等の医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価等の「方向」

を定めた。 
    また、改定の「視点」としては、平成１８年度改定及び平成２０年度改定に

おける「視点」も踏まえつつ、 
   ① 充実が求められる領域を適切に評価していく視点 
   ② 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した

医療を実現する視点 
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   ③ 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を

実現する視点 
   ④ 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点 
   の４点を定め、それぞれ、がん医療の推進、認知症医療の推進等に対する評価、

患者一人一人の心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現等に対する評価、

在宅医療や訪問看護、在宅歯科医療の推進など、医療と介護の機能分化と連携

などに対する適切な評価、市場実勢価格を踏まえた医薬品・医療材料・検査の

適正な評価等の「方向」を定めた。 
 
  以上のような、過去に掲げてきた医療提供体制の充実及び適正な医療保険制度

の運営に必要な視点を踏まえつつ、今回の診療報酬改定の基本方針においては、

どのような「視点」や「方向」を盛り込むべきか、ご議論いただきたい。 
 
 
２．次期改定に向けた背景及び論点等 

 

 ○ 誰もが安心して質の高い医療を受けることができるとともに、限られた医療

資源や財源を重点的かつ効率的に投入するために、前回の４つの「視点」につ

いて引き続き今回も「視点」として位置付けてはどうか。その際、修正するべ

き点はあるか。また、それぞれの具体的な検討の「方向」については、どのよ

うなものが考えられるか。 
 
 ○ また、今般の診療報酬改定は、６年に１度の介護報酬との同時改定であり、

医療・介護の機能分化の推進及び地域における連携体制の構築に向けた評価の

在り方の検討について、どのように基本方針に位置付けていくべきか。 
 
 ○ こうした検討において、社会保障・税一体改革成案（平成 23 年６月 30 日政

府・与党社会保障検討本部決定）において掲げられている、今後の医療・介護

のあるべき姿として、病院・病床機能の分化・強化と連携や、在宅医療の充実

等についてどのように踏まえていくか。 
 
 ○ さらに、東日本大震災による被災により明らかとなった、災害時における医

療提供体制の問題点等を踏まえた災害に強い医療の在り方に関する評価や、被

災地への診療報酬上の対応の在り方について基本方針に位置付ける必要があ

るのではないか。 
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※「視点」や「方向」の例 
  （視点の例） 

● 医療機関等の機能分化、質が高く効率的な医療の提供 
● 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質に配慮し

た医療 
  （方向の例） 
    ・ 高度急性期、急性期等の病院機能にあわせた入院医療の評価 
    ・ 慢性期入院医療の適正な評価 
    ・ 医療従事者の負担軽減に向けた評価の在り方（勤務体制等の改善の評

価、外来診療の適正な評価、医師と病棟薬剤師等の他職種と役割分担と

連携等の評価） 
     

（視点の例） 
    ● 充実が求められる領域を適切に評価していく視点 
  （方向の例） 
    ・ 身体疾患を合併する精神疾患救急患者への対応等急性期の精神疾患に

対する医療の適切な評価 
    ・ 認知症の早期診断等、認知症に対する精神科医療の適切な評価 
    ・ 緩和ケア、小児がんを含む、がん医療の適切な評価 

・ 生活の質に配慮した歯科医療の適切な評価 
    ・ 手術等の医療技術の適切な評価 
    ・ 医薬品、医療材料等におけるイノベーションの適切な評価  等 
 
  （視点の例） 
    ● 効率化余地がある領域を適正化する視点 
  （方向の例） 
    ・ 後発医薬品の使用促進 
    ・ 市場実勢価格等を踏まえた医薬品、医療材料等の評価 等 
 
 
 【医療と介護の機能強化・連携に関するもの】 

・ 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の評価 
・ 早期の在宅療養への移行、地域生活への復帰に向けた取組の評価 
・ 在宅での療養の質の向上に向けた在宅歯科、在宅薬剤管理の充実 
・ 退院直後等の医療ニーズの高い者への重点化等の訪問看護の充実 
・ 維持期のリハビリテーション等における医療・介護の円滑な連携 
・ 介護施設における医療提供の評価の在り方 
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  【東日本大震災を踏まえた災害対応に関するもの】 
     ・ 今後の災害対策の充実を促進するための評価の在り方 
     ・ 補助金や補償との役割分担を踏まえた被災地における診療報酬上の

対応策 


